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議案第７１号 

小田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   国の非常勤職員に対する勤勉手当の取扱い及びこれに応じた地方自治法の一部改

正による給与制度の整備を踏まえ、本市の会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給

することとするため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 小田原市職員の給与に関する条例の一部改正（改正条例第１条関係） 

   (1) フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当（第２６条及び第２８条関係） 

     任期が６か月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給す

ることとする。 

   (2) パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当（第２６条及び第３２条関係） 

     任期が６か月以上のパートタイム会計年度任用職員（規則で定める勤務時間

が少ない職員を除く。）に対し、勤勉手当を支給することとする。また、勤勉 

手当の算定基礎額は、基準日前６か月の基本報酬の平均月額とすることとする。 

  ２ 小田原市競輪事業従業員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（改正

条例第２条関係） 

基準日に在職する競輪事業の従業員に対し、その人事評価及び勤務実績に応じ

て勤勉手当を支給することができることとする。（第２条及び第９条関係） 

  ３ 小田原市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（改

正条例第３条関係） 

病院事業の会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することとする。（第 

２５条関係） 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 
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議案第７２号 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   動物飼育手当を廃止するとともに、新たな感染症等に係る感染症接触手当の特例

の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 動物飼育手当の廃止（第２条及び旧第１０条関係） 

    城址公園において動物の飼育作業に従事した職員に対して支給する動物飼育手

当を廃止することとする。 

  ２ 感染症接触手当の特例の対象となる感染症の変更（附則第４項関係） 

    従来の新型コロナウイルス感染症を対象としていた感染症接触手当の特例を、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく新型インフル

エンザ等感染症、指定感染症及び新感染症で政府対策本部が設置されたものを対

象とする特例に変更することとする。 

 ［適  用］ 

  １ 動物飼育手当の廃止 

令和 ６ 年 １ 月 １ 日 

  ２ 感染症接触手当の特例の対象となる感染症の変更 

    公布の日 
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議案第７３号 

小田原市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法が一部改正され、新型インフルエンザ等緊

急事態における行政間の職員の派遣制度が政府対策本部の設置されたときから適用

される派遣制度に拡大されたことに伴い、この派遣制度に係る手当の整備を行うた

め改正する。 

 ［内  容］ 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく本市への派遣職員に支給する手当

の名称を次のように変更することとする。（第１条関係） 

改  正  後 改  正  前 

特定新型インフルエンザ等対策派遣手当 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当 

 ［適  用］ 

公布の日 
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議案第７４号 

小田原市民ホール条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   小田原市民ホールの管理を指定管理者に行わせることとする等のため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 指定管理者制度の導入 

(1) 指定管理者による管理（第４条関係） 

     市民ホールの管理は、指定管理者に行わせることとする。 

   (2) 指定管理者が行う業務の範囲（第５条関係） 

     指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとすることとする。 

    ア 施設及び設備を住民の利用に供すること、芸術文化の振興に関する事業の

企画及び実施に関すること等の市民ホールの事業に関すること。 

イ 市民ホールの使用の許可に関すること。 

ウ 市民ホールの維持管理に関すること。 

エ その他市長が必要と認める業務 

(3) 利用料金制 

    ア 指定管理者による利用料金の収入（第９条関係） 

市民ホールの利用料金は、指定管理者にその収入として収受させることと

する。 

    イ 利用料金の額等（第９条～第１１条及び別表関係） 

利用料金の額は、公演等に伴う商品の販売を行う場合の加算を廃止するほ

か従来の使用料と同等の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定め

ることとする等、利用料金制に関し必要な事項を定めることとする。 

   (4) その他 

     指定管理者が行う管理の基準として、名称を小田原三の丸ホールと明記する

ほか、開館時間及び休館日に係る規定その他の規定の整備を行うこととする。 

  ２ 小田原市附属機関設置条例の一部改正（附則第３項関係） 

市長の附属機関として次の委員会を設置することとする。（別表関係） 

名  称 設  置  目  的 委員の数 
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小田原市民ホー 小田原市民ホールの指定管理者の候補者の選定  

ル指定候補者選

定委員会 

等に関する事項につき、市長の諮問に応じて審

査し、その結果を報告し、及び必要と認める事

項について意見を具申すること。 

１２人以内 

 ［適  用］ 

１ 指定管理者制度の導入 

公布の日から起算して１年９月を超えない範囲内において規則で定める日 

２ 小田原市民ホール指定候補者選定委員会の設置 

公布の日 
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議案第７５号 

指定管理者の指定について 

 

おだわら市民交流センターの指定管理者の候補者に係る選定過程等について 

１ 施設の概要 

(1) 施 設 名  おだわら市民交流センター 

(2) 所 在 地  小田原市栄町一丁目１番２７号 

(3) 開設年月日  平成２７年１１月２８日 

  (4) 設 置 目 的  市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の

福祉の増進を図るため 

２ 指定管理者が行う業務 

(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並び

に連絡調整に関すること。 

(2) おだわら市民交流センターの使用の許可に関すること。 

(3) おだわら市民交流センターの維持管理に関すること。 

(4) その他市長が必要と認める業務  

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

４ 選定までの経過 
 

第１回指定候補者選定委員会開催 

（募集方法及び内容の確認） 
令和５年６月２９日 

募集要項配布 令和５年７月１０日～７月３１日 

質問受付期間 令和５年７月２７日～８月９日 

説明会及び現地見学会 令和５年８月７日 

申請受付期間 令和５年８月１７日～８月３１日 

第２回指定候補者選定委員会開催 

（申請団体のプレゼンテーション、質

疑応答、採点及び選定） 

令和５年１０月１２日 

 

５ 申請状況 
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団体名 所在地 主な事業内容 

小田原市事業協会・

市民活動を支える会

共同事業体 

小田原市南町一丁目

１番４０号 

一般財団法人小田原市事業協会：売店、

駐車場､体育施設､文化施設、公園等の

管理運営（主に小田原市からの受託業

務） 

特定非営利活動法人市民活動を支える

会：市民・市民活動団体の自発的、自

立的活動の促進・支援 
                                        

６  審査・協議の概要 

    おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会により、申請団体の審査及び協議 

を行った。 

(1) おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会の構成 
 

区  分 氏    名 役 職 等 

委 員 長 早 川   潔 小田原市市民部長 

委    員 小 野 翻陽人 税理士 

委    員 栗 田 康 宏 
小田原市自治会総連合 緑地区自治会連合

会会長 

委    員 前 田 成 東 小田原市市民活動推進委員会委員長 

委    員 善 波 裕美子 市民活動団体代表者 

委  員 柏 木 武 彦 小田原市社会福祉協議会常務理事 
 

(2) 審査・協議結果 

事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を基に、各委

員が審査基準に従って申請団体を採点した。 

なお、おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会規則第７条第１項の規定

により、一般財団法人小田原市事業協会の利害関係者である委員長を除斥したほか、

委員１名が欠席したため、４名で審査・協議を行った。詳細は、次のとおりである。 

小田原市事業協会・市民活動を支える会共同事業体 
 

№ 審査項目 配点 得点 
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１ 
本市の市民活動推進の基本的な考え方と合致し、市

民活動の活性化に寄与するものか 
６０ ５１ 

２ 
施設等の維持管理や利用者に対する配慮が適切な 

ものか 
４０ ３２ 

３ 提供するサービスの向上が図られるか ６０ ５４ 

４ 管理運営経費の縮減が図られるか ４０ ２８ 

５ 
安定した管理運営を行うための人員及び財政基盤を

有しているか 
４０ ３０ 

６ 地域貢献・社会的貢献の取組は十分か ４０ ２６ 

                   （合計） ２８０ ２２１ 
 

この結果、おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会としては、小田原市

事業協会・市民活動を支える会共同事業体が指定候補者として適切であるとの結論

に至った。 

なお、次の内容を、要望事項として付した。 

ア 自治会等、地域団体との交流をより一層深めていただきたい。 

７ 指定候補者 

  おだわら市民交流センター指定候補者選定委員会における審査・協議を踏まえ、次

の団体を指定候補者として選定した。 

(1) 団 体 名  小田原市事業協会・市民活動を支える会共同事業体 

(2) 代 表 者 名  一般財団法人小田原市事業協会 代表理事 安藤 圭太 

(3) 所 在 地  小田原市南町一丁目１番４０号 
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議案第７６号 

指定管理者の指定について 

 

小田原市歯科二次診療所の指定管理者の候補者に係る選定過程等について 

１ 施設の概要 

(1) 施 設 名  小田原市歯科二次診療所 

(2) 所 在 地  小田原市南鴨宮二丁目２７番１９号 

(3) 開設年月日  平成８年１０月１日 

  (4) 設 置 目 的  一次診療施設での治療が困難な障がい者に対し、歯科診療・歯科

保健指導を実施し、障がい者の福祉の増進を図るため 

２ 指定管理者が行う業務 

(1) 障がい者に対する歯科診療及び歯科保健指導に関すること。 

(2) 診療所の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が必要と認める業務 

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

４ 選定の方法 

  公募せずに、次の団体と協議をした。 
 

団体名 所在地 設立目的（主な事業内容） 

一般社団法人小田原

歯科医師会 

小田原市南鴨宮二丁

目２７番１９号 

歯科医学の進歩発展及び公衆衛生の普

及向上を図るとともに、予防医学の研

究指導に努力し、地域社会の福祉の増

進に寄与することを目的に、休日急患

歯科診療所の管理運営、障がい者歯科

診療事業等を行うこと。 
                       

【公募しない理由】 

(1) 障がい者に対する歯科治療や保健指導の実績と経験を積み重ね、障がい者や

その保護者から強い信頼を得ている。 

(2) 三次診療機関である鶴見大学歯学部附属病院と協力関係があり、麻酔科医師
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等の派遣を受け、専門性の高い人材の確保を図ることができる。 

(3) 地域内に診療所を構える歯科医師で構成され、地域における歯科事業や普及

啓発活動を積極的に行う公益性の高い団体であり、県西地域の障がい者歯科を

担っている唯一の団体である。 

以上のことから、指定候補者は非公募とした。 

５ 選定までの経過 
 

第１回指定候補者選定委員会開催 

（募集方法及び内容の確認） 
令和５年８月２２日 

選定予定団体との協議 令和５年９月１５日まで 

第２回指定候補者選定委員会開催 

（申請団体のプレゼンテーション、質

疑応答、採点及び選定） 

令和５年１０月１２日 

                    

６  審査・協議の概要 

小田原市福祉施設指定候補者選定委員会により、対象団体の審査及び協議を行った。 

(1) 小田原市福祉施設指定候補者選定委員会の構成 
 

区  分 氏    名 役 職 等 

委 員 長 鈴 木 裕 一 小田原市福祉健康部長 

委    員 吉 田 文 幸 小田原市福祉健康部副部長 

委    員 田 中 千 寿 税理士 

委    員 岡 田   健 小田原市民生委員児童委員協議会会長 

委  員 柏 木 武 彦 小田原市社会福祉協議会常務理事 
                    

(2) 審査・協議結果 

事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を基に、各委

員が審査基準に従って対象団体を採点した。詳細は、次のとおりである。 

一般社団法人小田原歯科医師会 
 

№ 審査項目 配点 得点 

１ 
施設等の維持管理や利用者に対する配慮が適切なも

のか 
５０ ４２ 
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２ 提供するサービスの向上が図られるか ５０ ４０ 

３ 
安定した運営を行うための人員及び財政基盤を有し

ているか 
５０ ４４ 

４ 歯科二次診療所の特性について ５０ ４０ 

５ 地域貢献・社会的貢献の取組は十分か ５０ ４６ 

                   （合計） ２５０ ２１２ 
 

この結果、小田原市福祉施設指定候補者選定委員会としては、一般社団法人小田

原歯科医師会が指定候補者として適切であるとの結論に至った。 

なお、次の内容を、要望事項として付した。 

ア 利用者ニーズを把握し、障がい者に対する歯科医療提供体制と機能の見える

化に努めること。 

イ 障がい者の高齢化が進む中、歯科訪問診療の充実など事業実施計画に基づき、

市民の健康増進に努めること。 

ウ サービスの提供の向上を図りつつ、経費の使途に十分配慮し、将来を見据え

た安定運営に備えること。 

７ 指定候補者 

  小田原市福祉施設指定候補者選定委員会における審査・協議を踏まえ、次の団体を

指定候補者として選定した。 

(1) 団 体 名  一般社団法人小田原歯科医師会 

  (2) 代 表 者 名  会長 安西 由充 

  (3) 所 在 地  小田原市南鴨宮二丁目２７番１９号 
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議案第７７号 

指定管理者の指定について 

 

小田原市観光交流センターの指定管理者の候補者に係る選定過程等について 

１ 施設の概要 

 (1) 施 設 名  小田原市観光交流センター 

 (2) 所 在 地  小田原市本町一丁目７番５０号 

 (3) 開設年月日  令和３年７月２２日 

 (4) 設 置 目 的  観光資源の活用を図る拠点として、観光に関する情報の発信及び

提供、地域の文化、歴史、伝統等の体験の場の提供等を行うことに

より、市民と来訪者との交流の促進及び地域の活性化を図るととも

に、まちなかの回遊性の向上及び地域経済の振興に寄与するため 

２ 指定管理者が行う業務 

 (1) 観光に関する情報の発信及び提供に関すること。 

(2) 地域の特産物の紹介等に関すること。 

(3) 地域の文化、歴史、伝統等の体験の機会の提供に関すること。 

(4) 市民と来訪者との交流活動の機会の提供に関すること。 

(5) 施設の使用の許可に関すること。 

 (6) 施設の維持管理に関すること。 

 (7) その他市長が必要と認める業務 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

４  選定までの経過 
 

第１回指定候補者選定委員会開催 

（募集方法及び内容の確認） 
令和５年８月９日 

募集要項配布 令和５年８月１８日～９月２９日 

質問受付期間 令和５年８月２８日～９月６日 

説明会及び現地見学会 

（希望者辞退のため未開催） 
令和５年９月１日 
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申請受付期間 令和５年９月１４日～９月２９日 

第２回指定候補者選定委員会開催 

（申請団体のプレゼンテーション、質

疑応答、採点及び選定） 

令和５年１０月２１日 

                    

５ 申請状況 
 

団体名 所在地 主な事業内容 

三の丸地域循環創造

事業体 

小田原市本町一丁目

６番１３号 

株式会社小田原ツーリズム：観光・旅

行・文化に関するセミナーの開催並び

にコンサルタント業務、観光商品の開

発及び販売 

報徳仕法株式会社：まちづくり推譲事

業、レストラン・喫茶店・飲食店の経

営 

ＦＭ小田原株式会社：放送法による一

般放送に関する事業、イベント企画 
                      

６  審査・協議の概要 

    小田原市観光交流センター指定候補者選定委員会により、申請団体の審査及び協議

を行った。 

 (1) 小田原市観光交流センター指定候補者選定委員会の構成 
 

区  分 氏    名 役 職 等 

委 員 長 湯 川 恵 子 神奈川大学経営学部国際経営学科教授 

委  員 永 峰 康 次 税理士 

委  員 丸 田 茂 晴 小田原市商店街連合会会長 

委  員 渡 邊 光 男 
小田原市自治会総連合 幸地区自治会連合

会会長 

委  員 大 石 時 雄 小田原三の丸ホール館長 

委  員 遠 藤 孝 枝 小田原市観光・美食のまちづくり担当部長 
                    

(2) 審査・協議結果 
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事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を基に、各委

員が審査基準に従って申請団体を採点した。詳細は、次のとおりである。 

三の丸地域循環創造事業体 
 

№ 審査項目 配点 得点 

１ 施設の設置目的の達成、利用者の平等な利用 ３０ ２３ 

２ 個人情報の保護等及び諸規程の適切な管理 ３０ ２０ 

３ 
安定した管理の履行に必要な人員、能力及び危機管 

理体制 
３０ ２３ 

４ 安定した管理の履行に必要な財政基盤 ３０ １５ 

５ 施設計画 ３０ ２３ 

６ 事業計画 ６０ ４４ 

７ 地域活性化やにぎわいを創出する取組 ６０ ４２ 

８ サービスの向上策 ６０ ４０ 

９ 情報発信 ６０ ４２ 

１０ 魅力的な自主事業の提案 ６０ ４０ 

１１ その他設置目的を達成するために必要と認める事項 ３０ ２０ 

１２ 実現可能な収支計画 ６０ ３８ 

１３ 社会貢献の取組 ３０ ２３ 

１４ 地域貢献の取組 ３０ ２４ 

                   （合計） ６００ ４１７ 
 

この結果、小田原市観光交流センター指定候補者選定委員会としては、三の丸地

域循環創造事業体が指定候補者として適切であるとの結論に至った。 

なお、次の内容を、要望事項として付した。 

ア 小田原市観光交流センターの安定した施設管理運営を行うことができるよう、

共同企業体の構成員は健全な収入と支出のバランス確保に努めること。 

イ 隣接している小田原三の丸ホールと連携しながらサービス向上を図るととも

に、自主事業等がより広く伝わるよう、ホームページやＳＮＳを活用し、更な

る情報発信を行うこと。 

ウ 利用者のニーズにきめ細かに対応し、誰もが利用しやすい施設となるよう自
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主事業の更なる拡充を図るとともに、市内観光施設等への回遊の促進に努める

こと。 

７ 指定候補者 

  小田原市観光交流センター指定候補者選定委員会における審査・協議を踏まえ、次

の団体を指定候補者として選定した。 

(1) 団 体 名  三の丸地域循環創造事業体 

(2) 代 表 者 名  株式会社小田原ツーリズム 代表取締役 夏苅 健二 

(3) 所 在 地  小田原市本町一丁目６番１３号 
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議案第７８号 

指定管理者の指定について 

 

 上府中公園の指定管理者の候補者に係る選定過程等について 

１ 施設の概要 

(1) 施 設 名  上府中公園 

 (2) 所 在 地  小田原市東大友１１３番地ほか 

 (3) 開設年月日  平成２年１０月１６日 

(4) 設 置 目 的  市民の休息、散歩、運動等総合的な利用に供するため 

２ 指定管理者が行う業務 

(1) 有料の公園施設の使用許可に関すること。 

(2) 公園施設の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が必要と認める業務 

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

４  選定までの経過 
 

第１回指定候補者選定委員会開催 

（募集方法及び内容の確認） 
令和５年７月２１日 

募集要項配布 令和５年８月１０日～９月２１日 

説明会及び現地見学会 令和５年８月２３日 

質問受付期間 令和５年８月２３日～９月１日 

申請受付期間 令和５年９月６日～９月２１日 

第２回指定候補者選定委員会開催 

（申請団体のプレゼンテーション、質

疑応答、採点及び選定） 

令和５年１０月２３日 

 

５ 申請状況 
 

団体名 所在地 主な事業内容 
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小田原市事業協会・

湘南ベルマーレ共同

事業体 

小田原市南町一丁目

１番４０号 

一般財団法人小田原市事業協会：売店、

駐車場､体育施設､文化施設、公園等の

管理運営（主に小田原市からの受託業

務） 

特定非営利活動法人湘南ベルマーレス

ポーツクラブ：サッカー､フットサル、

ビーチバレー等の各種スポーツクラブ

運営 
  

６  審査・協議の概要 

    小田原市都市公園指定候補者選定委員会により、申請団体の審査及び協議を行った。 

(1) 小田原市都市公園指定候補者選定委員会の構成 
 

区  分 氏    名 役 職 等 

委 員 長 梛 野 良 明 公益財団法人都市緑化機構専務理事 

委    員 藤 田 真由美 一般財団法人公園財団常務理事 

委    員 鈴 木 美 帆 税理士 

委    員 豊 田 善 之 公益財団法人小田原市体育協会専務理事 

委  員 山 本 泰 子 小田原市ＰＴＡ連絡協議会幹事 

委  員 沖 山   明 
小田原市自治会総連合 上府中地区自治会

連合会会長 

委    員 下 澤 伸 也 小田原市建設部副部長 

委    員 穂谷野   晃 小田原市文化部スポーツ課長 
 

(2) 審査・協議結果 

事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を基に、各委

員が審査基準に従って申請団体を採点した。 

なお、委員１名が欠席したため、７名で審査・協議を行った。詳細は次のとおり

である。 

小田原市事業協会・湘南ベルマーレ共同事業体 
 

№ 審査項目 配点 得点 
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１ 申請者に関する項目 (1) 団体等の能力 ７０ ４４ 

２ 事業運営に関する項目 

(1) 運営管理の基本方針及

び体制 
１０５ ７２ 

(2) 維持管理 ７０ ６０ 

(3) サービス向上及び利用

促進の取組 
１４０ １１６ 

３ 安全対策に関する項目 (1) 安全対策 １０５ ９０ 

４ 
効率的なコスト管理に

関する項目 
(1) 効率的運営 ７０ ４８ 

５ 
社会貢献・地域貢献に

関する項目 

(1) 社会貢献 ７０ ６０ 

(2) 地域貢献 ７０ ６８ 

                   （合計） ７００ ５５８ 
     

この結果、小田原市都市公園指定候補者選定委員会としては、小田原市事業協会・

湘南ベルマーレ共同事業体が指定候補者として適切であるとの結論に至った。 

   なお、次の内容を、要望事項として付した。 

ア 造園や植物の管理等に関し専門的な知識や能力を持つ人材を積極的に育成・

活用し、公園の質の向上に努めること。 

イ 創意工夫により魅力ある自主事業を実施し、公園の利用促進に努めること。 

ウ 効率的・効果的に公園の運営を行い、安定的な経営に努めること。 

エ 引き続き、地域との連携を深めるとともに、新たなニーズにも柔軟に対応し

ながら、公園利用者の満足度の向上に努めること。 

７ 指定候補者 

小田原市都市公園指定候補者選定委員会における審査・協議を踏まえ、次の団体を

指定候補者として選定した。 

 (1) 団 体 名  小田原市事業協会・湘南ベルマーレ共同事業体 

 (2) 代 表 者 名  一般財団法人小田原市事業協会 代表理事 安藤 圭太 

(3) 所 在 地  小田原市南町一丁目１番４０号 
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議案第７９号 

工事請負契約の変更について 

 

工 事 概 要 
 

工 事 名 旧小田原市民会館解体撤去工事 

工 事 箇 所 小田原市本町一丁目５番１２号 

工 事 概 要 
（変更分） 

アスベスト除去工事の追加等 

 
 

 

 

 

 

 

配置図 

ホール棟 

 

本館棟 

 

元小田原警察署本町交番 

 

受水槽 

 

国道１号 
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議案第８０号 

工事請負契約の変更について 

 

工 事 概 要 
 

工 事 名 山北出張所新築工事 

工 事 箇 所 足柄上郡山北町山北２０５４番地１ほか 

工 事 概 要 

（変更分） 

地中障害物による擁壁工事の変更 一式 

建具及び設備工事との調整による内装工事の変更 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図 

擁壁 



 


